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（県財政の現状認識） 
  新型コロナウイルス感染症の影響の⻑期化に伴う県税収⼊の更なる落ち込みや社会

保障関係費の増加などにより、厳しい財政運営を強いられることが懸念される。なお、
令和３年度当初予算では一定の仮定の下 140 億円を超える収支差が生じる試算（R２当
初予算 124 億円） ※別添１参照 

  ⇒ 歳⼊歳出両面にわたり財源確保に取り組み、収支差の圧縮に努める   
 
  
１ しあわせ信州創造プラン 2.0 の推進 

政策推進の基本方針に沿った施策展開や重点目標（別添２）の達成を意識しつつ、  
以下の重点テーマに財源と人的資源を重点的に投下 

＜重点テーマ＞ 
① 新型コロナウイルス感染症への対応 
② アフターコロナも⾒据えた未来への投資 
③「⻑野県ＤＸ戦略」の具体化 
④ 「2050 ゼロカーボン」の実現に向けた取組 
⑤ 災害からの復旧・復興、災害に強い県⼟づくり      

 
２ 新時代の⾏政経営への転換と財政構造改革 

① 徹底した事務・事業の⾒直しによる選択と集中の強化、県⾏政のＤＸの加速化、それ
らを通じた組織のスリム化、職員数・総人件費の適正化に取り組み、トータルコスト
の削減、新時代の⾏政経営への質的転換を図る 

② 県債残高は、度重なる災害対応などにより、引き続き増加する⾒込み 
⇒ 建設事業債の発⾏を極⼒抑制するとともに、臨時財政対策債に依存しない 

地方財政制度の確⽴を国に要請 
 

 
１ 新型コロナウイルス感染症対応 
 ①「新しい生活様式」へ適応するため、事業内容や実施方法を⼯夫、⾒直し 
 ② 海外との交流や３密の回避が困難なイベント等については慎重に検討 
 ③ Ｗｅｂ会議の活用やペーパーレス促進など、感染症対応を契機とした業務効率化、  

経費縮減 
２ 新たな視点での取組の推進 

「2050 ゼロカーボン」に向けた取組 
① 県有施設への再生可能エネルギーの導⼊、ゼロカーボンビル化に向けた省エネ改修    

（新築・増改築についてはＺＥＢ化）、照明機器のＬＥＤ化を推進 
② 環境性能の高い公用⾞の導⼊、環境に配慮した備品・消耗品等の選択 

ＤＸを意識した政策形成  
 
 

別紙のとおり 
各部局⻑は、強いリーダーシップを発揮して人材・資産・財源を総合的にマネジメント

し、これまでの取組の成果や課題を徹底検証した上で、事業を厳選して要求 
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予算編成に当たっての基本的考え方 

予算編成における具体的取組 

予算要求基準 
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（別紙） 

 

令和３年度当初予算要求基準 

 

区 分 予算要求の考え方 

義務費  

 

人件費 ・毎年度の執行状況を踏まえ精査の上、所要額を要求 

扶助費 
・法令によるものについては、年間経費を的確に見込み所要額を要求 
・県単独の事業については、県の果たすべき役割や後年度負担等について検討
し、制度を見直した上で必要最小限の額を要求 

公債費 ・県債発行方法の工夫等を図りながら所要額を要求 

準義務費 
・法令によるものについては、年間経費を的確に見込み所要額を要求 
・私学助成などの別指定経費については、県の果たすべき役割や後年度負担等
について検討し、制度を見直した上で必要最小限の額を要求 

経常事務費 
・財政課が示す標準額の範囲内で、執行状況を踏まえた費目・節に配分の上、

要求 

臨時経費 
・主要建設事業、大規模イベントなどの別指定経費等について、令和３年度に

実施する必要性・緊急性等のある事業に限定し、財政課に協議の上、必要最
小限の額を要求 

部局長裁量経費 
・県の果たすべき役割や事業効果・緊急性等を精査し、各部局長の判断と責任

により令和２年度当初予算額の 95％の範囲内で要求 

地域振興局長裁量経費 
・「地域発 元気づくり支援金」及び「地域振興推進費」は、令和２年度の執行

状況等を踏まえ、同当初予算額の 95％の範囲内で要求 

行政・財政改革推進経費 
・行政・財政改革の推進に資する取組について、その財政効果額を踏まえ所要

額を要求 

しあわせ信州創造経費 
・政策分野を横断する課題に全庁的に対応するため特に必要性が認められる新

規・拡充事業について、これまでの取組を十分踏まえた上で所要額を要求（別
途指示） 

公共事業費等 

・補助公共事業費については、国の動向を注視しながら、適正額を要求 
・県単独公共事業費については、公共事業評価を踏まえた上で事業箇所を厳選

し、令和２年度当初予算額の 95％の範囲内で要求 
・国直轄事業負担金については、国の動向を注視しながら、適正額を要求 
・災害復旧費については、過去の実績等を勘案し、所要額を要求 

※要求の上限は、一般財源（県債を含む。）計上額とする。 

※制度の見直し等による新たな増収又は歳出削減に伴う財政効果額を上限に、別途定めるところにより

見直しインセンティブとして部局長裁量経費の要求上限額に上乗せして要求することができる。 

※各経費とも、国の予算や制度、地方財政対策等が未確定な段階にあることから、これらの動向如何に

よっては、予算編成過程において弾力的対応を行う。 

 



（別添１）

○試算の考え方

（歳入）

（歳出）

単位：億円

県税 2,266

交付税等 2,902

※〈　〉は純一般財源

２，２６０〈１，２２２〉 ６４１〈０〉

　税市町村交付金、中小企業融資制度資金
　災害復旧費、県税還付金　　など

その他歳入

裁
量
的
経
費

その他行政費
３，２２１〈１０１〉

国庫支出金、使用料・手数料、諸収入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など２，８１１〈５７７〉

公共事業費、施設運営費、事業補助金
                                             など

６，０４６〈６，０４６〉

社会保障関係費

１，０６３〈１，０６３〉

その他義務的な経費
建設事業債

収支差 　１４０＋α

１０，０４８〈６，２８７〉 ９，９０８〈６，１４７〉

削
　
減
　
が
　
困
　
難
　
な
　
経
　
費

義　　務　　費

３，９１４〈３，４２５〉

（人件費、公債費、扶助費）

県税・地方交付税・
臨時財政対策債等

令和３年度一般会計財政見通し
（令和２年10月仮試算）

地方財政対策において、一般財源総額はR2と実質的に同額が確保されるものと仮定。

人件費、公債費は所要額。社会保障関係費は自然増等を考慮。その他の経費は、Ｒ2当初と同額を基本とし
つつ、国の「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」の終了や、令和元年東日本台風災害対応
の進捗、新型コロナウイルス感染症対応等の特殊要因を考慮。

※現時点での機械的試算であり、国の予算や地方財政対策の動向等により変動する。

歳 出 歳 入

予算編成の過程において、
事業見直しや歳入確保により対応
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（別添２）

  しあわせ信州創造プラン2.0  ８つの重点目標　 
　＜クリエイティブな社会をつくる　〜産業や地域のイノベーションを促進する〜　＞

＜安⼼で希望あふれる社会をつくる　〜県⺠の思いに寄り添う〜　＞

（全国４位）

（全国12位）
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